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なお、道府県民税には、所得割・均等割のほかにも、株式の配当などによる利益について

も課税の対象とするもの（利子割、配当割、株式等譲渡所得割）があります。 

※１ 政令指定都市については、道府県民税が２％、市民税が８％になります。

※２ 国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能を有する森林の

整備に必要な費用を確保するため、2024（令和６）年度から、個人住民税均等割と併せて、森林環

境税（国税）が 1,000 円徴収されます。 

※３ ただし、これらの基準を踏まえ、都道府県や市町村は自らの判断で税率を定め、納めるべき額を

決定しています。 

コラム２「収入と所得」

税の世界では、「収入」と「所得」は別の意味を持ちます。収入金額とは、給与や賞与

（ボーナス）の合計額のことで、いわゆる年収を指します。一方、所得金額とは、収入金

額から必要経費等を引いたものを指します。アルバイトなどの給与所得の場合、この必要

経費等については、給与収入の金額に応じて決められています（これを給与所得控除とい

います）。 

個人住民税や所得税の計算は、所得金額をもとに行われます。 

個人住民税は、その年の１月１日時点で市町村（都道府県）に住所がある方に対して課税

されます。ただし、低所得者層の負担を考慮し、一定の事由に該当する方については、税負

担を求めることは適当ではないとして課税対象から外れます。このような非課税の制度で

は、生活できるように養っている家族の有無や人数、所得金額などが考慮されます。 

① 所得金額から、所得控除額（詳しくは後述）を引き、課税対象となる所得金額（下図の課

税所得金額）を求めます。

② 課税所得金額に、所得割の税率をかけた後、税額控除額（詳しくは後述）を引き、所得割

額を求めます。
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